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NEWS
LETTER 　2021年11月号のニュースレターをお届けします。

　掲載内容に関してご不明な点等があれば、当事務所

までお問い合わせください。

サリーレグループ

|  サリーレグループ  |  〒371-0801 群馬県前橋市文京町3-25-12  【サリーレ労務管理事務所】  　TEL：027-253-7588（代）／FAX：027-253-7589 　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【サリーレ群馬税理士法人】  　TEL：027-223-8160（代）／FAX：027-223-1910      
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2025年5月号のニュースレターをお届けします。掲載内容に関してご不明な点等があれば当事務所までお問い合わせください。
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◆資本的支出と修繕費について◆中小企業省力化投資補助金について◆群馬県信用保証協会からのご案内　事業者カードローン当座貸越根保証「Gライトカード」◆確定申告が終わればやってくる　春の税務調査シーズン開幕◆令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付金の支給率を変更します◆高年齢雇用継続給付金　支給率早見表◆雇用保険情報（短縮された雇用保険の基本手当を受給できるまで給付制限期間◆令和7年4月1日から51万円に引き上げとなった在職老齢年金の支給停止調整額◆Ｍ＆Ａ譲渡し情報
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| サリーレグループ | 〒371-0801 群馬県前橋市文京町3-25-12　　【サリーレ群馬税理士法人】 　TEL：027-223-8160（代）／FAX：027-223-1910| サリーレグループ | 〒371-0801 群馬県前橋市文京町3-25-12　　【サリーレ労務管理事務所】 　TEL：027-253-7588（代）／FAX：027-253-7589| サリーレグループ | 〒371-0801 群馬県前橋市文京町3-25-12　　【北関東Ｍ＆Ａサポート】 　　TEL：027-260-8630（代）／FAX：027-223-1910
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給付制限期間
　雇用保険の基本手当を受給するにあたって
は、退職理由に関わらず、受給資格が決定した
日から7日間の「待期期間」が設けられます。そ
の後、正当な理由がなく自己の都合により退職
した人には、給付制限期間として、1～3ヶ月間
の基本手当が支給されない期間が設定されま
す。
　この給付制限は、離職日が2020年10月1
日以降の人について3ヶ月から2ヶ月に短縮さ
れており、さらに、退職日が2025年4月1日以
降の人については1ヶ月に短縮されました。
　ただし、退職日から遡って5年間のうちに2
回以上、正当な理由なく自己の都合により退職
し受給資格決定を受けた場合には、給付制限
は3ヶ月となります。
　また、自己の責めに帰すべき重大な理由に
よって解雇（重責解雇）された場合にも、給付
制限は3ヶ月となります。

教育訓練受講による解除
　2025年4月以降は、リ・スキリングのために

教育訓練等を受けている場合、給付制限が解除
され、基本手当を受給できるようになりました。
　対象となる教育訓練等とは、2025年4月1
日以降に受講を開始したものであり、教育訓練
給付金の対象となる教育訓練や、公共職業訓
練等の一定範囲内のものに限ります。
　退職日以後に教育訓練等を受ける場合に
は、受講開始日以降、給付制限を受けないほ
か、退職前1年以内に教育訓練等を受けたこと
がある場合には、給付制限が解除され、待期期
間満了後からすぐに基本手当の支給対象とな
ります。なお、退職理由が重責解雇の場合は、
この給付制限の解除の対象外となります。

解除の手続き
　給付制限の解除のためには、受講開始以降、
受給資格決定日や受給資格決定後の初回認
定日（初回認定日以降に受講を開始した場合
は、その受講開始日の直後の認定日）までに、ハ
ローワークの窓口で申し出る必要があります。
　その際、訓練開始日が記載された領収書ま
たは訓練実施施設による訓練開始日の証明書
といった添付書類の用意が必要になります。 

基本手当の受給については、従業員の退職後の対応になるため、本来であれば従業員自身で確認し、対
応が必要なことにはなりますが、退職予定者からの質問も多い内容ですので、制度の概要は押さえておき
たいものです。

5月号 / 2025雇用保険情報　 ROUMU INFOR M ATION

短縮された雇用保険の基本手当を
受給できるまでの給付制限期間
従業員が会社を退職し、収入が得られなくなったときに頼りにするものの一つが、雇用保険の基
本手当です。基本手当は、退職理由や退職時の年齢、被保険者であった期間等により、受給でき
るまでの期間や受給できる額（所定給付日数）に違いが出ます。ここでは、受給できるまでの期
間である給付制限期間について確認します。

社会保険労務士法人ローム
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業種 所在地 売上高 譲渡希望額

温泉旅館 関東地方 1千700万円 応相談

イベントプロデュース 関東地方 4億円～5億円 応相談

スーパーマーケット 関東地方 20億円 応相談

  精神科クリニック 関東地方 3億円～4億円 応相談

建築資材の卸・内装建築工事 関東地方 5億円 応相談

ソフトウェア開発 関東地方 4億円 応相談

日本酒製造・販売業 関東地方 3千万円 応相談

プログラムの開発 関東地方 5億円 応相談

WEBサイト制作 関東地方 1億円 応相談

太陽光発電所 関東地方 5億円 応相談

イベントプロデュース 関東地方 4億円 応相談

M ＆ A 譲 渡 し 情 報    

お問い合わせ先 北関東M＆Aサポート ☎ 027-260-8630




